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福祉部 

   議案第１号 令和６年度大津市一般会計予算のうち、福祉部の所管する部分 

及び教育委員会の所管する部分のうち市長の補助機関たる職員をして補助 

執行させている部分について 

 

 議案第１号、令和６年度大津市一般会計予算のうち、福祉部の所管する部分及び教育

委員会の所管する部分のうち市長の補助機関たる職員をして補助執行させている部分

について、ご説明いたします。 

 まず、歳入について説明いたします。 

 予算関係議案説明書の５２ページをお願いします。 

 款１４分担金及び負担金、項２負担金、目１民生費負担金、節３児童福祉費負担金の説

明欄、「公立保育所等給食費」は、公立保育園等の保護者から徴収する給食費であり、

「保育所運営費負担金」は、民間保育所での保育の利用に伴い、保護者から徴収する保

育料であり、「母子生活支援施設運営費負担金」は、他市町からの依頼により、「母と子の

家しらゆり」に入所している母子の保護に対する負担金であり、「児童クラブ間食費負担

金」は、利用者から徴収するおやつ代です。 

 ５４ページをお願いします。 

 款１５使用料及び手数料、項１使用料、目２民生使用料、節１社会福祉使用料の説明欄、

「児童発達支援等使用料」、「障害福祉サービス使用料」及び「障害児相談支援サービス使

用料」は、やまびこ総合支援センター、北部子ども療育センター及び東部子ども療育セン

ターで行う障害児及び障害者のサービス事業に対して滋賀県国民健康保険団体連合会

から受ける給付費です。 

 ５６ページをお願いします。 

 節２児童福祉使用料の説明欄、「公立保育所等保育料」及び「公立保育所等延長保育

料」は、公立保育所等の利用に係る使用料であり、「児童クラブ保育料」及び「児童クラブ

延長保育料」は、児童クラブの利用に係る使用料です。 

 ５８ページをお願いします。 

 目８教育使用料、節３幼稚園使用料の説明欄、「幼稚園一時預かり保育料」は、市立幼

稚園の一時預かり事業の利用に伴い、保護者から徴収する保育料です。 

 ６０ページをお願いします。 

 項２手数料、目２民生手数料、節２児童福祉手数料の説明欄、「児童クラブ登録手数料」

は、児童クラブへの新規入所児の登録手数料です。 

 ６４ページをお願いします。 

 款１６国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金、節１社会福祉費国庫負担金

の説明欄、「生活困窮者自立相談支援事業費等負担金」は、生活困窮者自立支援法に基

づく、自立相談支援事業等に係る国庫負担金です。 

「中国残留邦人生活支援費負担金」は、中国残留邦人等支援法に基づく、中国残留邦人

などに対する生活支援のための給付金に係る国庫負担金です。 
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 節２障害福祉費国庫負担金の説明欄 、「障害者自立支援給付費負担金」は、障害福祉

サービス費、補装具給付費、就労継続・就労移行支援サービス事業費に係るものであり、

「障害児施設給付費負担金」は、障害児サービス費に係るものであり、「自立支援医療給

付費負担金」は、自立支援医療・更生医療の給付費に係るものであり、「療養介護医療費

負担金」は、病院における療養介護医療の給付に係るのであり、「特別障害者手当等給

付費負担金」は、特別障害者手当、障害児福祉手当等の給付費に係るものです。 

 節４児童福祉費国庫負担金の説明欄、「児童扶養手当負担金」は、母子・父子家庭の児

童を養育しているものに対して支給する児童扶養手当に係るものであり、「母子生活支

援施設運営費負担金」は、母子生活支援施設の入所経費に係るものであり、「児童手当

負担金」、「特例給付負担金」は、児童手当に要する費用に係るものです。 

 ６６ページをお願いします。 

 節５生活保護費国庫負担金の説明欄、「生活保護費負担金」は、被保護世帯に支給して

いる扶助費に係る国庫負担金で、「生活困窮者自立相談支援事業費等負担金」は、被保

護者への就労支援事業等に関わる国庫負担金です。 

 ６６ページをお願いします。 

 項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節１総務管理費国庫補助金、６８ページをお

願いします。説明欄、「地域少子化対策重点推進交付金」のうち、当部所管分は、子育て

アプリの保守運用に要する経費に対して、交付を受けるものです。 

 目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費国庫補助金の説明欄、「生活困窮者就労準備支

援事業費等補助金」は、生活困窮者自立支援法に基づく、就労準備支援事業や子どもの

学習・生活支援事業に係る補助金です。 

 節２障害福祉費国庫補助金の説明欄、「障害者地域生活支援事業費補助金」の当部所

管分は、移動支援・日中一時支援等の地域生活支援事業に係るものであり、「社会福祉

施設等整備費補助金」は、社会福祉法人が行う事業所の創設等に係る施設整備費に対

する補助金であり、「児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金」は、民間の障害児通

所支援事業所の送迎バスの安全装置改修支援に係る補助金です。 

 節４児童福祉費国庫補助金の説明欄、「子ども・子育て支援交付金」の当部所管分は、

児童クラブの運営費や、保育所等における一時預かり事業、病児保育事業、利用者支援

事業、地域子育て支援拠点事業、乳児家庭全戸訪問事業等に係るものであり、「子ども・

子育て支援体制整備総合推進事業費補助金」は、保育の質の向上に関する研修事業等

に係るものであり、「保育対策総合支援事業費補助金」は、保育士宿舎借上げ支援事業

や保育所等業務効率化推進事業等に要する経費に係るものであり、「子育てのための施

設等利用給付交付金」は、幼児教育・保育の無償化に要する経費に係るものであり、「子

どものための教育・保育給付交付金」は、民間保育所、認定こども園、家庭的保育事業等

の運営に要する経費に係るものであり、「自立支援給付事業費補助金」は、ひとり親の資

格取得のための養成期間に支給する費用等に係るものであり、「出産・子育て応援交付

金」のうち当部所管分は、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済

的支援に要する経費に係るものであり、７０ページをお願いします。「児童虐待防止対策
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支援事業費補助金」は、子ども家庭総合支援拠点の運営等に係るものであり、「次世代

育成支援対策施設整備交付金」は、「母と子の家しらゆり」の外壁改修工事に係るもので

あり、「子ども・子育て支援整備交付金」は、病児保育施設の整備に要する経費に係るも

のであり、「子ども・子育て支援事業費補助金」は、「こども未来戦略」の児童手当の抜本

的拡充に対応したシステム改修に要する経費に係るものです。 

 節５生活保護費国庫補助金の説明欄、「生活困窮者就労準備支援事業費等補助金」は、

シェルター運営に係る一時生活支援事業等に係るものです。 

 ７６ページをお願いします。 

 款１７県支出金、項１県負担金、目１民生費県負担金、節２障害福祉費県負担金の説明

欄、「障害者自立支援給付費負担金」は、障害福祉サービス費、補装具給付費、就労継続・

就労移行支援サービス事業費等に係るものであり、「自立支援医療給付費負担金」は、自

立支援医療・更生医療の給付費に係るものであり、「療養介護医療費負担金」は、病院に

おける療養介護医療の給付費に係るものであり、「障害児施設給付費負担金」は、障害

児サービス費に係るものです。 

 節４児童福祉費県負担金の説明欄、「子育てのための施設等利用給付費負担金」は、幼

児教育・保育の無償化に要する経費に係るものであり、「子どものための教育・保育給付

費負担金」は、民間保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の運営に要する費用に係

るものであり、「児童手当負担金」は児童手当に要する費用に係るものです。 

 項２県補助金、目１総務費県補助金、節１総務管理費県補助金の説明欄、「自治振興交

付金」のうち当部所管分は「障害児保育支援事業」や「青少年健全育成事業」等に対し、交

付を受けるものです。 

 ７８ページをお願いします。 

 目２民生費県補助金、節１障害福祉費県補助金の説明欄、「障害者地域生活支援事業費

補助金」のうち、当部所管分は、移動支援・日中一時支援等の地域生活支援事業等に係

るものであり、「社会的事業所運営費補助金」は、障害がある人もない人も対等な立場で

働く社会的事業所の運営費補助に係るものであり、「障害者地域活動センター入所事業

費補助金」は、薬物依存症者等の日中活動の場を提供する滋賀型地域活動支援センター

の運営費補助に係るものであり、「重症心身障害者生活介護事業所補助金」は、重症心

身障害者が利用する生活介護事業所に対する人員配置への補助の経費に係るものであ

り、「重症心身障害者特別加算補助金」は、重症心身障害者の入所施設びわこ学園等に

入所する１８歳以上の者への補助の経費に係る補助金です。 

 節３児童福祉費県補助金の説明欄、「保育対策総合支援事業費補助金」は、保育体制強

化事業等に対する補助金であり、「地域子育て支援事業費補助金」のうち当部所管分は、

児童クラブの運営費や、保育所等における一時預かり事業、病児保育事業、利用者支援

事業、地域子育て支援拠点事業、乳児家庭全戸訪問事業等に係る経費に対する補助金

であり、「子ども・子育て施策推進交付金」のうち、当部所管分は、滋賀県独自の子ども

施策を推進するための交付金で、保育園の移転整備に係る費用にあてるものであり、

「多子世帯等子育て応援事業費補助金」は、県独自の幼稚園・保育所等の多子世帯等の
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利用者負担軽減制度の補助金であり、「子ども・子育て支援整備交付金」は、病児保育施

設の整備に要する経費に係るものであり、「出産・子育て応援交付金事業補助金」は、妊

娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援に係るものです。 

 ８４ページをお願いします。 

 項３委託金、８６ページに移りまして、目２民生費委託金、節２障害福祉費委託金の説明

欄、「医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業委託金」は、県立特別支援学校

に通学する医療的ケアを必要とする児童生徒を送迎する保護者の負担軽減を図る支援

事業の委託金です。 

 ９０ページをお願いします。 

 款２０繰入金、項１繰入金、項１繰入金、９４ページに移りまして、目２特別会計繰入金、

節１母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金は、過年度に貸付財源として特別

会計に繰り出した繰出金の一部を、特別会計から償還を受けるものです。 

 ９８ページをお願いします。 

 款２２諸収入、項４雑入、目4雑入、１００ページに移りまして節３民生費雑入の説明欄、

「生活保護費返還金（法63条、法77条の2、法78条）」及び「生活保護費返還金・滞納

繰越分」は、資力があるにもかかわらず、急迫の場合等により生活保護を受けた場合に

支弁した保護費の返還金や、就労収入の未申告等により不正受給した保護費の徴収金

です。 

 １０４ページをお願いします。 

 節１０その他雑入、当部所管分は、明日都浜大津に入居している外郭団体等の電気料

金の立替分等を計上するものです。 

 以上で歳入の説明とさせていただきます。 

 引き続き、歳出につきまして、ご説明を申し上げます。 

 なお、人件費も含まれておりますが、事業関連等を中心にご説明します。 

 １４２ページをお願いします。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費の説明欄、２の「社会福祉事業施行

費」は、生活困窮者自立支援法に基づく、自立相談支援事業や子どもの学習・生活支援

事業等に係る経費、成年後見制度に関する相談等に関する業務委託に係る経費、中国

残留邦人等に対して支給する支援給付金に係る経費、重層的支援体制整備に係る経費

及び災害ボランティアセンターの運営に係る経費などであり、３の「民生委員活動推進

費」は、民生委員児童委員の活動である見守りや支援の必要な方への相談・助言及び行

政機関への協力等に対する活動経費であり、４の「社会福祉協議会活動推進費」は、地域

福祉推進の中核的役割を担っている大津市社会福祉協議会に対する事業補助です。 

 ６の「ふれあいプラザ管理運営費」は、明日都浜大津に設置している「ふれあいプラザ」

の管理運営及び施設の改修に係る事業費です。 

 １４４ページをお願いします。 

 ８の「子ども・若者育成支援推進費」は、青少年育成市民会議への活動支援、子ども・若

者総合相談窓口の運営等の経費であり、９「女性相談推進費」は、DV 等の相談業務を行
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う経費です。 

 １２「ふれあいセンター管理運営費」は、市内２箇所に設置している、ふれあいセンター

の管理に伴う経費です。 

 目２障害福祉費の説明欄、２の「障害福祉サービス費」は、障害者総合支援法に基づき

実施する介護給付・訓練等給付費に係る障害福祉サービス費、児童福祉法に基づき実施

する児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業に係る障害児サービス費等です。 

 ４の「障害者地域生活支援費」は、障害児者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を実施する

経費です。 

 ６の「特別障害者手当等支給費」は、特別障害者手当、障害児福祉手当等の給付事業費

であり、７の「障害者就労等支援費」は、障害者の就労の場である社会的事業所の運営補

助経費及びおおつならではの就労移行支援事業の運営を支援する経費等であり、８の

「心身障害者福祉対策費」は、社会福祉法人が行う障害福祉サービス事業所の施設整備

に係る経費、重症心身障害者の入所施設人員配置加算費や通所施設人員配置加算費、

強度行動障害者通所施設加算費などの経費です。 

 １４６ページをお願いします。 

 目３障害者福祉施設運営費の説明欄、２の「障害者福祉施設運営費」は、障害者福祉セ

ンターの指定管理経費等であり、3 の「障害者通所施設運営費」は、やまびこ総合支援セ

ンター、北部子ども療育センター及び東部子ども療育センターの運営に係る事業費で

す。 

 １５０ページをお願いします。 

 項２児童福祉費、目１児童福祉総務費の説明欄、２の「家庭児童相談室運営費」は、児童

虐待や子育て相談等子どもと家庭の福祉に関する相談業務の運営経費や子どもの居場

所づくり事業に係る経費であり、３の「地域子育て支援費」は、子育て総合支援センター

ゆめっこの運営事業費、及び指定管理で実施している「にじっこ」・「きらきらひろば」を

含む地域子育て支援拠点事業等に係る経費であり、４「児童福祉対策推進費」は、出産・

子育て応援給付事業、子育て支援施策に係る事業、児童委員活動推進費、保育士確保に

向けた情報発信強化及び就職支援経費、ファミリーサポートセンター運営事業費などで

あり、１５２ページに移りまして、５「児童手当支給事務費」は、児童手当支給事務に係る

事務経費及び会計年度任用職員の雇用経費です。 

 目２児童措置費の説明欄、１「児童手当費」は、「こども未来戦略」の児童手当の抜本的

拡充に対応した児童手当の支給費であり、２の「助産扶助費」は、児童福祉法に基づき、

経済的及び保健衛生的に支援が必要な妊産婦の出産費用を支弁するものです。 

 目３公立保育所等費の説明欄、２の「公立保育所等運営費」は、公立保育園等１４園の施

設の維持管理を含む運営費であり、保育業務支援システムの運用経費を含みます。３の

「公立保育所施設整備費」は、伊香立保育園の移転整備に係る経費等です。 

 １５４ページをお願いします。 

 目４民間保育施設費の説明欄、１の「民間保育所児童運営費」は、民間保育所に支弁す
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る運営費であり、２の「施設型給付等支給費」は、認定こども園の保育部分、家庭的保育

事業等の運営に要する費用を支弁するものであり、３の「施設等利用費等支給費」は幼

児教育・保育の無償化に要する費用を支弁するものであり、４の「民間保育施設運営助

成費」は、一時預かり事業、病児保育事業及び民間保育施設に対する各種事業補助金で

す。 

 目５母子福祉費の説明欄、２の「母子家庭生活支援費」は、「母と子の家しらゆり」の運

営・管理の指定管理料や他都市の施設への母子の入所に係る経費であり、３の「母子父

子福祉対策費」は、児童扶養手当、高等職業訓練促進給付金、弁護士や司法書士相談等

の経費など、ひとり親家庭の自立促進と福祉の増進を図る事業費です。 

 目６児童クラブ費の説明欄、２の「放課後児童健全育成費」は、公立37児童クラブの運

営経費及び支援員雇用経費並びに民間児童クラブ運営助成事業費であり、１５６ページ

に移りまして、３の「児童クラブ施設整備費」は、公立児童クラブのトイレの改修工事に係

る経費です。 

 目７児童館費の説明欄、１の「児童館運営費」は、６館に配置する児童厚生員の雇用経

費のほか、施設の清掃、管理等の運営経費です。 

 １５８ページをお願いします。 

 目８母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金の説明欄、１の「母子父子寡婦福

祉資金貸付事業特別会計繰出金」は、当該事業の実施に伴う事務費を繰り出すもので

す。 

 項３生活保護費、目１生活保護総務費の説明欄、２の「生活保護施行事務費」は、被保護

世帯や生活困窮世帯の自立支援や住居確保給付金事業などに係る経費です。 

 目 2扶助費の説明欄、1の「生活保護給付費」は、生活保護法に基づく保護費です。 

 ページ飛びますが、２２０ページをお願いします。 

 款１０育費、項４幼稚園費、目１幼稚園管理費の説明欄、２の「幼稚園管理運営費」は、市

立幼稚園の運営経費であり、幼稚園業務支援システムの運営及び幼稚園バスの運行に

要する経費を含みます。 

 ３の「養護職員雇用費」は、幼稚園に配置する養護職員の雇用経費であり、４の「幼稚園

講師雇用費」は、特別支援教育担当、３歳児補助等の講師等の雇用経費であり、５の「施

設維持管理補修費」は、仰木の里東幼稚園の改修工事費など市立幼稚園の施設維持管

理及び施設改修等の経費です。 

 目２幼児教育振興費の説明欄、１の「施設型給付等支給費」は、認定こども園の教育部

分、新制度に移行した幼稚園の運営に要する費用を支弁するものであり、２の「施設等

利用費等支給費」は、幼児教育・保育の無償化に要する経費を支弁するものであり、３の

「私立幼稚園運営補助費」は、職員数や園児数に応じて、幼稚園の運営に関する経費の

一部を補助するものであり、４の「幼稚園子育て支援費」は、一時預かり事業等を担う子

育て支援指導員を配置する経費です。 

 ２２８ページをお願いします。 

 項６保健体育費、目１保健体育総務費、説明欄、３の「学校保健管理運営費」は､各園で
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の健診・相談・指導に係る園医及び自動体外式除細動器の設置等に要する経費です。 

 歳出の説明は以上ですが、債務負担行為の説明をいたしますので、恐れ入りますが、6

ページにもどって頂きますようお願いします。 

 「地域子育て支援事業費」は、木戸市民センター空調設備改修工事に伴う木戸つどいの

広場の工事費負担分の限度額を定めるものです。 

 以上で、令和６年度大津市一般会計予算のうち福祉部の所管する部分及び教育委員会

の所管する部分のうち市長の補助機関たる職員をして補助執行している部分の説明と

させていただきます。 


